
第２３回  神戸市消費生活会議 

 

   日時：令和２年 11 月 11 日（水）10:00～11:00 

場所：神戸市勤労会館 ２階 多目的ホール 

議 事 次 第 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

第４次神戸市消費者基本計画（案）について 

 

３ 閉 会 

 
 
 配付資料一覧 

資料１ 神戸市消費生活会議委員名簿 
資料２ 神戸市消費生活あんしんプラン 2025（案） 
参考資料１ 神戸市民のくらしをまもる条例（抄） 
参考資料２ 神戸市消費生活会議及び神戸市消費者苦情処理審議会に関する規則 
参考資料３ 神戸市消費生活会議運営要綱 

 
 
 
 
 
 
＜参考：次期計画策定スケジュール＞ 

11 月 30 日または 12 月１日 経済港湾委員会 報告 
12 月中旬～1 月中旬 パブリックコメント（市民意見募集）実施 
３月 計画策定 

 
 
 



  区分内　五十音順［但し市会議員は会派順］

（◎：会長、〇副会長、●：神戸市消費者苦情処理審議会委員を兼任） 　　　　　　　　　　　

 有  識  者　代　表 12名

池 田 千 鶴 神戸大学大学院法学研究科教授 ●

◎ 田 中 敦 関西学院大学経済学部教授

中 川 丈 久 神戸大学大学院法学研究科教授 ●

福 元 隆 久 弁護士 ●

山 下 准 史 神戸市教育委員会事務局総合教育センター所長

〇 山 下 貴 子 同志社大学大学院教授 ●

岡 村 正 之 神戸市会議員（自由民主党）

門 田 ま ゆ み 神戸市会議員（公明党）

住本 かずのり 神戸市会議員（日本維新の会）

山本 じゅんじ 神戸市会議員（日本共産党）

か じ 幸 夫 神戸市会議員（立憲民主党）

小 林 る み 子 神戸市会議員（つなぐ）

 消  費  者  代  表 8名

安 樂 雅 枝 連合神戸地域協議会（ＵＡゼンセン兵庫県支部）

植 田 京 子 一般社団法人兵庫県社会福祉士会

宇 野 克 巳 神戸地区労働組合協議会

頴 川 久 美 生活協同組合コープこうべ理事 ●

金 子 裕 一 神戸市消費生活マスター

玉 田 はる代 神戸市消費者協会会長・神戸市婦人団体協議会会長

床 谷 三 鈴 神戸市消費生活マスター ●

西 網 康 治 神戸労働者福祉協議会

 事  業  者  代  表 2名

木 谷 あ ゆ み 一般社団法人 日本ヒーブ協議会 関西支部 支部長 ●

高 村 峰 成 公益社団法人　消費者関連専門家会議
西日本支部　啓発・交流部会　執行委員 ●

計 22名

神戸市消費生活会議　委員名簿【令和2年6月改選】 資料１







  神戸市民のくらしをまもる条例 （抄） 

 

 

 

 

 

  第４章 市民意見の反映 

（附属機関の設置） 

第 54 条 市長の行う消費生活の安定及び向上の確保に関する施策について市民の意見を

反映させ，関連する施策との総合的な推進を図るため，次の表の左欄に掲げる市長の附

属機関を置き，その所掌事務は，それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

市 長 の 附 属 機 関 所 掌 事 務 

神 戸 市 消 費 生 活 会 議  消費者行政に関する基本的事項，重要事項その他新た

に対応すべき事項について調査審議すること。 

神戸市消費者苦情処理審議会 １ 第２章第１節の危害等の防止，同章第２節の広告，

計量及び表示の適正化，同章第３節の取引の適正化及

び同章第４節の消費者包装の適正化に関する施策に関

し意見を述べること。 

２ 第 32 条第１項に規定する意見を述べ，及び同条に規

定するあっせん又は調停に関する事務を行うこと。 

３ 第 34 条第１項に規定する認定を行い，及び同条第３

項に規定する意見を述べること。 

４ 第37条に規定する市長の情報の提供に関し意見を述

べること。 

２ 前項の表に規定する附属機関には，部会を置くことができる。 

３ 前項に定めるもののほか，第１項の表に規定する附属機関の組織及び運営その他附属

機関に関し必要な事項は，規則で定める。

平成１７年４月１日

条 例 第 ２ 号 
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神戸市消費生活会議及び神戸市消費者苦情処理審議会に関する規則 

 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，神戸市民のくらしをまもる条例(平成 17 年 4 月条例第２号)第 54 条第 3 項の規定

に基づき，神戸市消費生活会議(以下「消費生活会議」という。)及び神戸市消費者苦情処理審議会(以

下「苦情処理審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2 条 消費生活会議は，若干名の委員で組織する。 

2 委員は，市長が委嘱し，又は任命した者及び苦情処理審議会の委員で構成する。 

3 前 2 項に規定する者のほか，市長は，特別の事項又は専門の事項を調査審議させるため必要がある

と認めるときは，臨時委員を委嘱することができる。 

4 臨時委員は，学識経験のある者その他市長が適当であると認める者のうちから市長が委嘱する。 

(任期) 

第 3 条 苦情処理審議会の委員以外の委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 臨時委員は，特別の事項又は専門の事項の調査審議が終了したときは，解嘱されるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 4 条 消費生活会議に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

3 会長は，消費生活会議を代表し，その事務を掌理する。 

4 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

(会議) 

第 5 条 消費生活会議は，会長が招集する。 

2 消費生活会議は，委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数の者が出席しなければ，会議

を開くことができない。 

3 消費生活会議の議事は，出席者の過半数でこれを決し，可否同数のときは，会長の決するところに

よる。 

(庶務) 

第 6 条 消費生活会議の庶務は，経済観光局において処理する。 

(組織) 

第 7 条 苦情処理審議会は，若干名の委員で組織する。 

2 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 消費者 

(3) 事業者 

(準用) 

第 8 条 第 2 条第 3項及び第 4項並びに第 3 条から第 6 条までの規定は，苦情処理審議会について準用

する。 

(施行細目の委任) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか，消費生活会議及び苦情処理審議会に関し必要な事項は，それぞ

れの会長がこれらに諮って定める。 

附 則(令和 2年 3月 31 日規則第 101 号)抄 

この規則は，令和 2 年 4月 1 日から施行する。

昭和４９年７月１５日 

規 則 第 ８ ２ 号  
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神戸市消費生活会議運営要綱 
 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は，神戸市消費生活会議及び神戸市消費者苦情処理審議会に関する規則（昭和 49 年 7 月

規則第 82 号。以下「審議会規則」という。）で定めるもののほか，審議会規則第 9 条の規定に基づき，神戸市

消費生活会議（以下「消費生活会議」という。）の議事手続，組織及びその他運営等に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

（部会の設置） 

第2条 神戸市民のくらしをまもる条例第 54 条第 2 項の規定に基づく部会の設置は，審議項目，委員構成につ

いて，消費生活会議に諮って定める。ただし，緊急に審議する必要がある場合は，消費生活会議の会長（以

下「会長」という。）が部会を設置することができるものとし，次回の消費生活会議で承認を得るものとする。 

２ 部会の審議内容は，消費生活会議に報告するものとする。 

 

（部会の組織及び任期，臨時委員の設置） 

第 3 条 部会は，消費生活会議の委員のうち若干名及び臨時委員で組織する。その場合，臨時委員は部会の

委員数の半数を超えないものとする。 

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員は，会長が指名する。 

 

（部会長及び副部会長） 

第 4 条 部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長及び副部会長は，会長が指名する。 

３ 部会長は，部会を代表し，その事務を掌理する。 

４ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときはその職務を代理する。 

 

（部会の議事） 

第 5 条 部会長は部会を招集し，部会を主宰する。 

２ 部会は，委員及び臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 部会の議事は，出席者の過半数でこれを決し，可否同数のときは，部会長の決するところとする。 

 

（関係者の出席） 

第 6 条 消費生活会議は，必要があると認めるときは，消費生活会議に消費者，事業者その他関係のある者の

出席を求め，説明を受け，意見を聞くことができる。 

２ 前項の規定は，部会に準用する。この場合，「消費生活会議」を「部会」に読み替える。 

 

（会議等の公開） 

第 7 条 消費生活会議の会議は，これを公開とする。ただし，消費生活会議の決議により公開しないことができる。 

２ 前項の規定により消費生活会議を公開するときは，開催日時等を市民に事前周知するよう努めるものとする。 

３ 公開・非公開の消費生活会議に関わらず，会議終了後すみやかに会議録又は会議録要旨（以下「会議録

等」という。）を作成する。 

４ 会議で使用した資料及び前項の規定により作成された会議録等の写しは公開する。ただし，個人情報等公

にしないことが適当と認められる内容が記録されているものについてはこの限りではない。 

５ 第 1 項から第 4 項までの規定は，部会に準用する。この場合，「消費生活会議」を「部会」に読み替える。 

 

（部会の庶務） 

第 8 条 部会の庶務は，経済観光局において処理する。 

 

（委  任） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか，部会の運営に関し必要な事項は，部会長が定める。 

 

（附  則） 

この要綱は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
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